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年
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す
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提
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者
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方

林
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郎
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政
務
三
役
の
メ
ー
ル
使
用
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

現
在
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
前
国
務
長
官
が
そ
の
任
期
中
、
職
務
に
関
す
る
メ
ー
ル
を

私
的
な
ア
ド
レ
ス
か
ら
や
り
取
り
し
て
い
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

一

安
倍
第
二
次
、
第
二
次
改
造
、
第
三
次
内
閣
の
政
務
三
役
は
、
私
的
な
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
使
っ
て
、
職
務
上
、
国
家
公

務
員
法
第
百
条
に
規
定
さ
れ
る
秘
密
に
該
当
す
る
情
報
の
や
り
取
り
を
し
た
こ
と
は
な
い
か
。
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
者

の
具
体
的
な
氏
名
を
列
挙
あ
り
た
い
。

二

安
倍
第
二
次
、
第
二
次
改
造
内
閣
の
政
務
三
役
は
、
退
任
に
際
し
、
職
務
上
入
手
し
た
メ
ー
ル
を
始
め
と
す
る
文
書
の

内
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
に
規
定
さ
れ
る
秘
密
に
該
当
す
る
も
の
す
べ
て
を
所
属
の
省
庁
に
返
却
し
て
い
る
か
。
返
却
し

て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
者
の
具
体
的
な
氏
名
を
列
挙
あ
り
た
い
。

三

我
が
国
に
お
い
て
、
政
務
三
役
の
職
務
上
の
メ
ー
ル
を
始
め
と
す
る
文
書
の
や
り
取
り
や
任
期
中
に
入
手
し
た
文
書
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
、
如
何
な
る
ル
ー
ル
が
存
在
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
規
定
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と

も
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
に
規
定
す
る
秘
密
を
私
的
な
メ
ー
ル
で
取
り
扱
う
こ
と
の
禁
止
や
、
任
期
中
に
入
手
し
た
文
書

の
内
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
に
規
定
す
る
秘
密
に
該
当
す
る
も
の
の
返
還
義
務
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政

一



府
の
見
解
如
何
。

な
お
、
本
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
に
つ
い
て
は
、
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二
項
に
定
め
の
あ
る
期
限
内
の
答
弁
を
求
め
な
い

の
で
、
出
来
る
限
り
、
具
体
的
な
答
弁
に
努
め
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


